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告 示
栃木県告示第99号
　生活保護法（昭和₂₅年法律第₁₄₄号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第₃₀号）第₁₄条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成₁₉年法律第₁₂₇号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第₄₉条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第₅₅条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

令和６（₂₀₂₄）年４月₁₆日 快生堂薬局 大田原市野崎２︲₁₀︲４

令和６（₂₀₂₄）年５月１日 なかたクリニック 足利市借宿町₅₅₈

令和６（₂₀₂₄）年５月１日 加藤歯科医院 足利市若草町５︲９
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令和６（₂₀₂₄）年５月１日 けやきクリニック 佐野市植下町₁₁₆₄︲４

令和６（₂₀₂₄）年５月１日 すずき内科・循環器科 下野市薬師寺₂₄₈₉︲₁₀

令和６（₂₀₂₄）年６月１日 桜ヶ丘内科・呼吸器科クリニック さくら市桜ケ丘３︲１︲１

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月１日 足利腎クリニック 足利市伊勢南町９︲５

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月１日 フクシ千渡薬局 鹿沼市千渡₁₆₇₀︲５

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月１日 フクシ鹿沼薬局 鹿沼市府所町₁₃₉︲３

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月１日 フクシ矢板薬局 矢板市土屋₆₈︲１

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月１日 フクシ塩原薬局 那須塩原市塩原₁₂₆₆

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月１日 フクシ烏山薬局 那須烏山市滝田₉₉₆︲₁₀

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月１日 こばやし歯科医院 日光市今市₅₇

令和６（₂₀₂₄）年₁₁月₁₅日 阿部内科 大田原市佐久山₂₀₁₈

令和７（₂₀₂₅）年１月₁₂日 小泉内科クリニック 日光市久次良町₁₈₁₄︲１

令和７（₂₀₂₅）年２月１日 かぬま皮膚科・美容皮膚科クリニック 鹿沼市栄町１︲３︲₁₂

令和７（₂₀₂₅）年２月１日 タンポポ薬局 鹿沼市万町₉₆₃︲₁₄

令和７（₂₀₂₅）年２月１日 レモン薬局　小山店 小山市宮本町２︲３︲₁₄

令和７（₂₀₂₅）年３月１日 花・花薬局昭和通り店 足利市西砂原後町₁₁₈₀︲１

令和７（₂₀₂₅）年３月１日 たかとく薬局　今市店 日光市今市₉₇₆︲５

令和７（₂₀₂₅）年３月１日 ゲート薬局小林店 日光市小林₂₄₅₃︲２

令和７（₂₀₂₅）年３月１日 フレンド薬局　小山喜沢店 小山市喜沢₄₃₉︲１

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第100号
　生活保護法（昭和₂₅年法律第₁₄₄号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第₃₀号）第₁₄条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成₁₉年法律第₁₂₇号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第₅₅条第１項の規
定により医療扶助又は医療支援給付のための施術を担当する機関を指定したので、生活保護法第₅₅条の３の規
定により次のとおり告示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定
年 月 日

施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

令 和 ７
（₂₀₂₅）年
２月₁₄日

吉川　公隆 大田原市末広２︲８︲₂₆ 訪 問 マ ッ サ ー ジ
KEiROW 那 須 塩
原ステーション

那須塩原市大原間西２︲
₁₂︲１　ニューウイング
荒井B︲₁₀₃

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第101号
　生活保護法（昭和₂₅年法律第₁₄₄号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第₃₀号）第₁₄条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成₁₉年法律第₁₂₇号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第₅₀条の２の規定
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により指定医療機関の名称等を次のとおり変更した旨の届出があったので、生活保護法第₅₅条の３の規定によ
り告示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
指定訪問看護事業者等

変 更 年 月 日 名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

令和７（₂₀₂₅）年２月５日 訪問看護ステーションことは 佐野市堀米町₁₃₃　ドゥエルオオタ
₁₀₅
（小山市東間々田２︲₂₃︲２）

（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第102号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和₂₅年法律第₁₄₄号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第₃₀号）第₁₄条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
₁₉年法律第₁₂₇号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第₅₀条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第₅₅条の
３の規定により告示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和６（₂₀₂₄）年₁₂月₃₁日 イオン小山
かなまる眼科・アレルギー科

小山市中久喜₁₄₆₇︲１
イオンモール小山１F

令和６（₂₀₂₄）年₁₂月₃₁日 室賀歯科医院 那須塩原市豊浦₉₃

令和６（₂₀₂₄）年₁₂月₃₁日 内藤歯科医院 足利市伊勢町１︲５︲１セントラルハ
イツ１F

令和７（₂₀₂₅）年１月₂₈日 さつき薬局 鹿沼市千渡₁₇₉₄︲７

令和７（₂₀₂₅）年２月１日 小池医院 鹿沼市千渡₂₃₄₈︲８

令和７（₂₀₂₅）年３月₃₁日 倉持整形外科鹿沼 鹿沼市緑町２︲１︲₃₄

令和７（₂₀₂₅）年３月₃₁日 ミライ薬局　小山店 小山市大字雨ヶ谷₇₅₂︲４

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第103号
　次の指定介護機関から、生活保護法（昭和₂₅年法律第₁₄₄号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第₃₀号）第₁₄条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
₁₉年法律第₁₂₇号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第₅₄条の２第４項において準用する生活保護法第₅₀条の２の規定により指定介護機関の事業を廃止し
た旨の届出があったので、同法第₅₅条の３の規定により告示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者
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廃 止
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

令 和 ６
（₂₀₂₄）年
₁₂月₃₁日

内藤　薫 足利市伊勢町１︲
５︲１　セントラ
ルハイツ１F

内藤歯科医院 足利市伊勢町１︲
５︲１　セントラ
ルハイツ１F

居宅療養管
理指導

２　介護予防事業者

廃 止
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

令 和 ６
（₂₀₂₄）年
₁₂月₃₁日

内藤　薫 足利市伊勢町１︲
５︲１　セントラ
ルハイツ１F

内藤歯科医院 足利市伊勢町１︲
５︲１　セントラ
ルハイツ１F

介護予防居
宅療養管理
指導

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第104号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和₂₅年法律第₁₄₄号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第₃₀号）第₁₄条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
₁₉年法律第₁₂₇号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第₅₀条の２の規定により指定医療機関の事業を休止した旨の届出があったので、生活保護法第₅₅条の
３の規定により告示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

休 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和７（₂₀₂₅）年４月１日 クレア心療内科医院 下野市医大前３︲２︲₁₅

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第105号
　農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭和₄₆年法律第₁₁₂号）第４条第１項の規定に基づく農村
地域への産業の導入に関する基本計画を変更したので、同条第６項の規定により、変更後の農村地域への産業
の導入に関する基本計画の概要を次のとおり公表する。
　なお、変更後の基本計画書は、栃木県農政部農村振興課に備えて一般の縦覧に供する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
農村地域への産業の導入に関する基本計画の概要
　本基本計画は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第４条に定める県計画で、農業と農村地域に
導入される産業との均衡ある発展を目的に、農村地域への産業の導入に関し、次の事項についての大綱を定め
るものである。
１　農村地域への産業の導入の目標
２　農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標
３　農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
４　農村地域への産業の導入に伴う施設用地と農業用地等との利用の調整に関する方針
５　農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項
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６　労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への就業の円滑化に関する事項
７　農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開

発その他の事業に関する事項
８　その他必要な事項

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第106号
　家畜伝染病予防法（昭和₂₆年法律第₁₆₆号）第５条第１項の規定により、家畜の所有者に対し当該家畜につ
いて家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるので、同条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　実施の目的

ヨーネ病発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

⑴　搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
⑵　前号の牛と同一施設内で飼育している牛
⑶　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法

⑴　予備的抗体又は遺伝子検出法（スクリーニング法）
⑵　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑶　疫学的検査
⑷　臨床検査
⑸　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

栃 木 市 藤岡町緑川、藤岡町大前、都賀町家中

令和７（₂₀₂₅）年４月１日から

令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

大 田 原 市 狭原、小船渡、蛭畑、蛭田

那 須 塩 原 市 青木

那 須 烏 山 市 小木須

下 野 市 中大領、下長田、上台

市 貝 町 大字刈生田、大字羽仏、大字続谷

壬 生 町 大字藤井

那 須 町 大字蓑沢

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅱ
１　実施の目的

ヨーネ病発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

⑴　家畜改良増殖法（昭和₂₅年法律第₂₀₉号）第４条第１項に規定する検査を受けようとする雄牛
⑵　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法

⑴　予備的抗体又は遺伝子検出法（スクリーニング法）
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⑵　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑶　疫学的検査
⑷　臨床検査
⑸　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅲ
１　実施の目的

ヨーネ病発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

⑴　繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している肉用雌牛
⑵　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法

⑴　予備的抗体又は遺伝子検出法（スクリーニング法）
⑵　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑶　疫学的検査
⑷　臨床検査
⑸　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

宇 都 宮 市
上金井町、福岡町、上欠町、新里町、石那田町、大
綱町

令和７（₂₀₂₅）年４月１日から

令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

栃 木 市 藤岡町富吉、都賀町升塚

鹿 沼 市 池ノ森、樅山町、みなみ町

日 光 市 横川

下 野 市 中大領、下長田

市 貝 町 大字羽仏、大字杉山

那 須 町
全域（大字高久甲、大字高久乙、大字高久丙、大字
大島₁₁₅₂及び₁₉₇₇︲１を除く）

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅳ
１　実施の目的

ヨーネ病発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

⑴　放牧場に放牧予定の乳用牛
⑵　放牧場で飼育されている乳用牛
⑶　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法
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⑴　予備的抗体又は遺伝子検出法（スクリーニング法）
⑵　ヨーニン検査
⑶　遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ検査）
⑷　疫学的検査
⑸　臨床検査
⑹　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅴ
１　実施の目的

牛のブルセラ症発生予察のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

⑴　輸入から１年以上経過し、搾乳又は繁殖の用に供する目的で飼養する牛であって、所轄家畜保健衛生
所長が必要と認める牛

⑵　家畜改良増殖法第４条第１項に規定する検査を受けようとする雄牛であって、過去にブルセラ症の検
査を受けたことがない牛

３　検査の方法
⑴　酵素免疫測定法（エライザ法）
⑵　疫学的検査
⑶　臨床検査
⑷　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅵ
１　実施の目的

牛の結核発生予察のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　輸入から１年以上経過し、搾乳又は繁殖の用に供する目的で飼養する牛であって、所轄家畜保健衛生所
長が必要と認める牛
３　検査の方法

⑴　ツベルクリン検査（皮内注射法）
⑵　疫学的検査
⑶　臨床検査
⑷　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間
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管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅶ
１　実施の目的

伝達性海綿状脳症発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　牛海綿状脳症対策特別措置法（平成₁₄年法律₇₀号）第６条第１項に基づく届出の対象となる牛であっ
て、所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　検査の方法

酵素免疫測定法（エライザ法）
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅷ
１　実施の目的

牛のアカバネ病発生予察のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　実施する区域で飼育されている牛（未越夏牛とし、原則として最終の採血が終了するまでワクチン接種
を行わない牛）を対象に、地理的・自然的条件を考慮して、家畜保健衛生所長が選定した牛
３　検査の方法

⑴　血清学的検査（中和試験）
⑵　疫学的検査
⑶　臨床検査
⑷　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域 原則として、令和７（₂₀₂₅）年６月下旬、８月中旬、９月下旬及び₁₁月中旬

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅸ
１　実施の目的

豚熱発生予察のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

所轄家畜保健衛生所長が必要と認める豚及びいのしし
３　検査の方法

⑴　臨床検査
⑵　酵素免疫測定法（エライザ法）
⑶　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間
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区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅹ
１　実施の目的

アフリカ豚熱発生予察のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

所轄家畜保健衛生所長が必要と認める豚及びいのしし
３　検査の方法

⑴　臨床検査
⑵　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅺ
１　実施の目的

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ発生予察のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

⑴　対象となる家畜の種類
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

⑵　範囲
　県内において、上記⑴の家畜を合わせて₁₀₀羽以上又はだちょうを₁₀羽以上飼養している農場のう
ち、家畜保健衛生所長が選定した農場

３　検査の方法
⑴　臨床検査
⑵　酵素免疫測定法（エライザ法）
⑶　血清学的検査（寒天ゲル内沈降反応）
⑷　その他必要な検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅻ
１　実施の目的

腐蛆病発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施区域内に飼育されている蜜蜂であって、所轄家畜保健衛生所長が必要と認める蜜蜂
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３　検査の方法
⑴　肉眼的検査
⑵　脱脂粉乳による試験
⑶　細菌学的検査
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第107号
　家畜伝染病予防法（昭和₂₆年法律第₁₆₆号）第６条第１項の規定により、家畜の所有者に対し当該家畜につ
いて家畜防疫員の注射を受けるべき旨を命ずるので、同条第２項において準用する同法第５条第２項の規定に
より次のとおり公示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　実施の目的

牛ウイルス性下痢、牛伝染性鼻気管炎の発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

⑴　放牧場に放牧予定の乳用牛
⑵　放牧場で飼育されている乳用牛
⑶　所轄家畜保健衛生所長が必要と認める牛
３　注射の方法

筋肉内注射
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。

Ⅱ
１　実施の目的

豚熱の発生予防のため
２　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　県内で飼育されている豚及びいのししでその所在地を管轄する家畜保健衛生所の長が必要と認めるもの
３　注射の方法

皮下又は筋肉内注射
４　実施する区域及び期間

区 域 期 間

管 内 全 域
令和７（₂₀₂₅）年４月１日から
令和８（₂₀₂₆）年３月₃₁日まで

５　その他
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実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。
（畜産振興課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第108号
　地方自治法施行令（昭和₂₂年政令第₁₆号。以下「自治令」という。）第₁₆₇条の５第１項及び第₁₆₇条の₁₁第
２項の規定により令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度に県が発注する建設工事に係る一般競争入札に
参加する者に必要な資格（以下「一般競争入札参加資格」という。）及び指名競争入札に参加する者に必要な
資格（以下「指名競争入札参加資格」という。）を定めたので、自治令第₁₆₇条の５第２項（自治令第₁₆₇条の
₁₁第３項において準用する場合を含む。）及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令（平成７年政令第₃₇₂号。以下「特例政令」という。）第４条の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　県が発注する建設工事

　県が発注する建設工事は、建設業法（昭和₂₄年法律第₁₀₀号。以下「法」という。）第２条第１項に規定す
る建設工事とする。
２　競争入札参加資格

　一般競争入札参加資格及び指名競争入札参加資格（以下「競争入札参加資格」という。）は、一般競争入
札及び指名競争入札に参加しようとする者からの申請に基づき、３の競争入札参加資格を認められない者に
該当する場合を除き、４の経営事項審査評価事項及び５の技術評価事項の審査の結果を総合的に勘案してこ
れを認めることとし、このうち別表一に掲げる建設工事の種類については、請負対象額と対応させた等級に
格付を行うこととする。ただし、特例政令の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札参加資格につい
ては、一般競争入札に参加しようとする者からの申請に基づき、３の競争入札参加資格を認められない者に
該当する場合を除き、４の経営事項審査評価事項の審査の結果を総合的に勘案してこれを認めることとす
る。
３　競争入札参加資格を認められない者

次の⑴から⑻までのいずれかに掲げる者であること。
⑴　自治令第₁₆₇条の４第１項に該当する者
⑵　自治令第₁₆₇条の４第２項の規定により一般競争入札に参加させないこととされた期間を経過しない者
⑶　県税（地方消費税を含む。）に未納がある者
⑷　法人の申請者にあっては法人税又は消費税、個人の申請者にあっては申告所得税又は消費税に未納があ

る者
⑸　次のアからウまでに定める届出をしていない者（当該届出の義務がない者を除く。）

ア　健康保険法（大正₁₁年法律第₇₀号）第₄₈条の規定による届出
イ　厚生年金保険法（昭和₂₉年法律第₁₁₅号）第₂₇条の規定による届出
ウ　雇用保険法（昭和₄₉年法律第₁₁₆号）第７条の規定による届出

⑹　法第₂₇条の₂₃第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成₂₀年国土交通省告示第₈₅号。以下
「告示」という。）第１の第１号の２に規定する審査基準日（以下「審査基準日」という。）が令和７
（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における競争入札参加資格審査を申請する日の１年７月前の日が属
する事業年度の直後の事業年度終了日以降にある経営事項審査（告示に定める項目及び基準により審査が
行われたものに限る。以下同じ。）を受けていない者又は経営事項審査を受けている者で法第₂₇条の₂₉第
１項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

⑺　次のアからウまでのいずれかに掲げる者
ア　令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における建設工事に係る競争入札参加資格の審査の申請

に係るデータ中重要な事項について虚偽の入力をし、又は重要な事実について入力をしなかった者
イ　アの申請に際し送信する工事経歴書等に係るデータ中重要な事項について虚偽の記録をし、又は重要

な事実について記録をしなかった者
ウ　アの申請に係る提出書類中重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしな
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かった者
⑻　法第３条の規定による許可を受けていない者
４　経営事項審査評価事項

審査基準日における経営事項審査の項目
５　技術評価事項

⑴　令和６（₂₀₂₄）年₁₀月１日の前日までの３年間において県が発注し、完成した建設工事の工事種別ごと
の工事実績
　ただし、建築一式工事、電気工事、管工事については令和６（₂₀₂₄）年₁₀月１日の前日までの５年間に
おいて県が発注し、完成した建設工事の工事実績

⑵　栃木県優良建設工事表彰要綱に基づく令和４（₂₀₂₂）年度から令和６（₂₀₂₄）年度までにおける優良建
設工事表彰受賞歴

⑶　栃木県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく令和６（₂₀₂₄）年₁₀月１日の前日までの２年間
における指名停止及び指名停止に至らない事由に関する措置の状況

⑷　障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和₃₅年法律第₁₂₃号）第２条第２号に規定する身体障害者、同
条第４号に規定する知的障害者及び同条第６号に規定する精神障害者の雇用に関する状況

⑸　更生保護法（平成₁₉年法律第₈₈号）第₄₈条に規定する保護観察対象者又は同法第₈₅条第１項に規定する
更生緊急保護を受けている者の雇用実績及び管轄保護観察所における協力雇用主登録の有無

⑹　次世代育成支援対策推進法（平成₁₅年法律第₁₂₀号）第₁₂条第１項又は第４項の規定による一般事業主
行動計画を策定した旨の届出の有無及び同法第₁₃条の規定による基準に適合する一般事業主である旨の認
定の有無

⑺　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成₂₇年法律第₆₄号）第８条第１項又は第７項の規
定による一般事業主行動計画を策定した旨の届出の有無及び同法第９条の規定による基準に適合する一般
事業主である旨の認定の有無、又は栃木県「男女生き活き企業」認定制度実施要綱に基づく認定の有無

⑻　青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和₄₅年法律第₉₈号）第₁₅条の規定による基準に適合する事業主
である旨の認定の有無

⑼　関東地方整備局「建設会社における災害時の事業継続力認定」実施要項に基づく災害時の基礎的事業継
続力認定の有無

⑽　消防組織法（昭和₂₂年法律第₂₂₆号）第₁₈条第１項に規定する消防団への従業員の加入・活動状況
⑾　労働災害防止団体法（昭和₃₉年法律第₁₁₈号）第８条第２号に掲げる労働災害防止協会のうち建設業に

係るものの加入の有無
⑿　とちぎ健康経営事業所認定制度実施要領に基づく認定の有無、又は経済産業省が実施する健康経営優良

法人認定制度に基づく認定の有無
６　栃木県及び県内市町との共同受付

　栃木県及び別表二に掲げる県内の市町において、競争入札参加資格に係る共同受付を実施することとし、
別表二に掲げる市町の競争入札参加資格の認定を希望する者は、栃木県県土整備部監理課へ申請を行うこと
とする。
７　その他

⑴　令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における建設工事に係る競争入札参加資格（令和６年栃木
県告示第₄₂₆号）に基づく競争入札参加資格を有する者は、この告示に基づく競争入札参加資格を有する
者とみなす。

⑵　特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせ
る工事ごとに別に公示する。

⑶　令和７（₂₀₂₅）年４月１日以降に会社の設立、合併等によって経営事項審査を受ける者に係る競争入札
参加資格については、別に定める。

別表一
１　土木一式工事
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等 級 請 負 対 象 額

ＳＡ ₅，₀₀₀万円以上

Ａ ₃，₀₀₀万円以上１億円未満

Ｂ ₁，₀₀₀万円以上₃，₀₀₀万円未満

Ｃ ₁，₀₀₀万円未満

２　建築一式工事

等 級 請 負 対 象 額

ＳＡ ₅，₀₀₀万円以上

Ａ ₃，₀₀₀万円以上２億円未満

Ｂ ₁，₀₀₀万円以上₃，₀₀₀万円未満

Ｃ ₁，₀₀₀万円未満

３　電気工事、管工事及び解体工事

等 級 請 負 対 象 額

Ａ ₂，₀₀₀万円以上

Ｂ ₅₀₀万円以上₂，₀₀₀万円未満

Ｃ ₅₀₀万円未満

４　ほ装工事

等 級 請 負 対 象 額

Ａ ₁，₅₀₀万円以上

Ｂ ₅₀₀万円以上₁，₅₀₀万円未満

Ｃ ₅₀₀万円未満

５　造園工事

等 級 請 負 対 象 額

Ａ ₁，₀₀₀万円以上

Ｂ ₁，₀₀₀万円未満

６　とび・土工・コンクリート工事及び塗装工事

等 級 請 負 対 象 額

Ａ ₅₀₀万円以上

Ｂ ₅₀₀万円未満

別表二

競争入札参加資格に係る栃木県との共同受付を実施する市町

足利市、栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市、矢板市、さくら市、下野市、益子町、茂木町、野木町、高根
沢町

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第109号
　地方自治法施行令（昭和₂₂年政令第₁₆号。以下「政令」という。）第₁₆₇条の５第１項及び第₁₆₇条の₁₁第２
項の規定により令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度に県が発注する測量・建設コンサルタント等業務
に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を定
めたので、政令第₁₆₇条の５第２項（政令第₁₆₇条の₁₁第３項において準用する場合を含む。）及び地方公共団
体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第₃₇₂号）第４条の規定により次のと
おり公示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　県が発注する測量・建設コンサルタント等業務

県が発注する測量・建設コンサルタント等業務は、次に掲げるとおりとする。
⑴　測量業務

一般測量、地図の調製、航空測量
⑵　建築関係建設コンサルタント業務

意匠、構造、電気、機械
⑶　土木関係建設コンサルタント業務

　土質及び基礎、鋼構造物及びコンクリート、河川砂防及び海岸、電力土木、道路、トンネル、施工計画
及び施工設備、建設機械、地質、造園その他の土木関係建設コンサルタント業務

⑷　地質調査業務
⑸　補償関係コンサルタント業務

土地評価、物件・権利調査、事業関連調査、登記手続等
⑹　その他の業務

河川敷等の草刈り業務、側溝清掃業務その他⑴から⑸までに含まれない業務
２　競争入札参加資格

　競争入札参加資格は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者からの申請に基づき、３の競
争入札参加資格を認められない者に該当する場合を除き、これを認めることとする。
３　競争入札参加資格を認められない者

次の⑴から⑺までのいずれかに掲げる者であること。
⑴　政令第₁₆₇条の４第１項に該当する者
⑵　政令第₁₆₇条の４第２項の規定により一般競争入札に参加させないこととされた期間を経過しない者
⑶　県税（地方消費税を含む。）に未納がある者
⑷　法人の申請者にあっては法人税又は消費税、個人の申請者にあっては申告所得税又は消費税に未納があ

る者
⑸　次のアからウまでのいずれかに掲げる者

ア　令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における測量・建設コンサルタント等業務に係る競争入
札参加資格の審査の申請に係るデータ中重要な事項について虚偽の入力をし、又は重要な事実について
入力をしなかった者

イ　アの申請に際し送信する測量等実績調書等に係るデータ中重要な事項について虚偽の記録をし、又は
重要な事実について記録をしなかった者

ウ　アの申請に係る提出書類中重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしな
かった者

⑹　営業に関し法律上必要とする資格を有しない者
⑺　経営状態が著しく不健全であると認められる者
４　栃木県及び県内市町との共同受付

　栃木県及び別表に掲げる県内の市町において、競争入札参加資格に係る共同受付を実施することとし、別
表に掲げる市町の競争入札参加資格の認定を希望する者は、栃木県県土整備部監理課へ申請を行うこと。
５　その他



（199）栃 木 県 公 報 第587号令和７（2025）年３月18日　火曜日

　令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における建設工事に係る競争入札参加資格（令和６年栃木県
告示第₄₂₇号）に基づく競争入札参加資格を有する者は、この告示に基づく競争入札参加資格を有する者と
みなす。

別表

競争入札参加資格に係る栃木県との共同受付を実施する市町

足利市、栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市、矢板市、さくら市、下野市、益子町、茂木町、野木町、高根
沢町

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第110号
　道路法（昭和₂₇年法律第₁₈₀号）第₁₈条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日から同年４月₁₆日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ

道路の種類　一般国道
路　線　名　₁₁₉号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷 地 の 幅 員

（メートル）
延 長

（メートル） 備 考

前 日光市大沢町₅₂₃︲１から
日光市大沢町₅₀₇︲１まで ₁₁．₀ ～ ₂₀．₄ ₂₅₀．₀

後 日光市大沢町₅₂₃︲１から
日光市大沢町₅₀₇︲１まで ₁₅．₀ ～ ₂₀．₄ ₂₅₀．₀

Ⅱ
道路の種類　一般国道
路　線　名　₂₉₄号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷 地 の 幅 員

（メートル）
延 長

（メートル） 備 考

前Ａ 那須烏山市中山字土橋上₁₆₀︲８から
那須烏山市中山字大道西₁₃₇︲１まで ₈．₉ ～ ₁₉．₅ ₂₄₀．₃

前Ｂ 那須烏山市中山字土橋上₁₆₀︲８から
那須烏山市中山字大道西₁₃₇︲１まで ₁₀．₅ ～ ₁₆．₅ ₂₂₈．₆

後 那須烏山市中山字土橋上₁₆₀︲８から
那須烏山市中山字大道西₁₃₇︲１まで ₁₀．₅ ～ ₁₆．₅ ₂₂₈．₆

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第111号
　栃木県開発許可等審査基準（平成９年栃木県告示第₃₈₀号）の一部を次のように改正する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改　　正　　後 改　　正　　前

第６条の２　略

　（法第₃₄条第７号の建築物等）
第６条の３　法第₃₄条第７号に規定する建築物又は

第一種特定工作物は、別表第１の３に掲げる用途
に該当し、その位置、敷地及び建築物等について
は、同表に規定するそれぞれの要件を満たすもの
であるとともに、事業計画書等によりその内容が
適正であると認められるものでなければならな
い。

　（浸透施設の設置）
第27条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開発区域の周辺の状況及び河川、水路等の配置状
況により排水管渠を公共水域に接続することが困
難であるなど、やむを得ないと認められる場合に
あっては、前条第１項の規定にかかわらず、雨水
排水を浸透施設により開発区域内において処理す
ることができるものとする。
２　浸透施設に関する基準の技術的細目は、次のと

おりとする。
⑴～⑸　略
⑹　浸透施設の容量は、開発区域の規模に応じた

確率降雨強度式により算定すること。

（擁壁の設置）
第31条　開発行為によって崖が生じる場合にあって

は、開発区域及びその周辺地域住民の安全を確保
するために盛土等防災マニュアル（令和５年５月
₂₆日付け国官参宅第₁₂号・５農振第₆₅₀号・５林
整治第₂₄₄号）に基づき擁壁を設けるものとす
る。

第６条の２　略

　（浸透施設の設置）
第27条　開発区域の面積が１ha未満の開発行為で、

開発区域の周辺の状況及び河川、水路等の配置状
況により排水管渠を公共水域に接続することが困
難であるなど、やむを得ないと認められる場合に
あっては、前条第１項の規定にかかわらず、雨水
排水を浸透施設により開発区域内において処理す
ることができるものとする。
２　浸透施設に関する基準の技術的細目は、次のと

おりとする。
⑴～⑸　略
⑹　浸透施設の容量は、５年確率降雨強度式　　

　　　　　　　により算定すること。

　（擁壁の設置）
第31条　開発行為によって崖が生じる場合にあって

は、開発区域及びその周辺地域住民の安全を確保
するために宅地防災マニュアル（平成₁₃年５月₂₄
日付け国総民発第７号）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　に基づき擁壁を設けるものとす
る。

別表第１の２の次に次の１表を加える。
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　　　附　則
１　この基準は、令和７年４月１日から適用する。
２　この基準の適用の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
　（改正後の基準の写しを栃木県県土整備部都市政策課に備え置いて縦覧に供する。）

（都市政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和₂₆年法律第₁₆₆号）第₁₃条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家 畜 の
種 類

患畜又は疑似
患 畜 の 区 分 頭羽群数 発生の場所

又 は 区 域 発 生 年 月 日 経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 那須町 令和７（₂₀₂₅）年３月６日 法令殺

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────

○令和７（2025）年度及び令和８（2026）年度における建設工事に係る競争入札参加資格の審査の受
付期間等

　令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における建設工事に係る競争入札参加資格（令和７（₂₀₂₅）年
栃木県告示第₁₀₈号。以下「告示」という。）１の県が発注する建設工事に係る一般競争入札に参加する者に必
要な資格（以下「一般競争入札参加資格」という。）及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（以下「指
名競争入札参加資格」という。）の審査の受付期間等を定めたので、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第
₁₂号）第₁₅₀条第２項（同規則第₁₅₉条において準用する場合を含む。）の規定により次のとおり公告する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　受付期間

令和７（₂₀₂₅）年４月１日から令和８（₂₀₂₆）年９月₁₅日まで
２　審査基準日

令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における競争入札参加資格審査を申請する日
ただし、３の⑵にて別に定める場合を除く

３　申請方法
⑴　電子申請

　一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格（以下「競争入札参加資格」という。）の審査を申請
しようとする者（以下「申請者」という。）は、電子情報処理組織（県の機関の使用に係る電子計算機
（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織をいう。）を使用して行う申請（以下「電子申請」という。）によること。

⑵　提出書類及び提出先
　申請者は、電子申請の完了後に表示される当該電子申請において入力した情報を示す画面を印刷したも
のに次に掲げる書類を添えて、栃木県県土整備部監理課建設業担当（〒₃₂₀︲₈₅₀₁　宇都宮市塙田１︲１︲₂₀
℡₀₂₈︲₆₂₃︲₂₃₉₀）に郵送により提出すること。ただし、ウに掲げる書類で健康保険、厚生年金保険及び
雇用保険に加入していること（告示３の⑸の届出をしていることをいう。以下同じ。）又はそれらに加入
する義務がないこと（告示３の⑸の届出の義務がないことをいう。以下同じ。）を確認できる場合につい
ては、イに掲げる書類を提出することを要しない。
　なお、提出する際は、それらの書類を同封した封筒に「栃木県建設工事競争入札参加資格申請提出書類
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在中」と明記すること。
ア　申請者が法人であるときは税務署で発行する法人税及び消費税に係る納税証明書（その３の３）及び

県税事務所で発行する全税目の納税証明書（県提出用）（以下「県税納税証明書」という。）、個人であ
るときは税務署で発行する申告所得税及び消費税に係る納税証明書（その３の２）及び県税納税証明書
（県税納税証明書は、本県に納税義務を有する者に限る。）

イ　健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していること又はそれらに加入する義務がないことを確
認できる書類の写し

ウ　告示３の⑹の審査基準日が令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における競争入札参加資格審
査を申請する日の１年７月前の日が属する事業年度の直後の事業年度終了日以降にある建設業法（昭和
₂₄年法律第₁₀₀号）第₂₇条の₂₉第１項の規定による総合評定値の通知の写し

エ　申請者が競争入札参加資格審査を申請する直前の６月１日現在において障害者の雇用の促進等に関す
る法律（昭和₃₅年法律第₁₂₃号）第₄₃条第７項に規定する事業主であって、同日現在において障害者
（告示５の⑷の身体障害者、知的障害者及び精神障害者をいう。以下同じ。）を１人以上、かつ、同条
第１項に規定する法定雇用障害者数以上雇用しているときは、管轄公共職業安定所の長に提出した障害
者雇用状況報告書（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律
施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（昭和₅₁年労働省告示第₁₁₂号）様式第６号から様
式第６号の４までのいずれか）の控えの写し
　また、申請者が競争入札参加資格を申請する日の直前の６月１日現在において障害者の雇用の促進等
に関する法律第₄₃条第７項に規定する事業主以外の者であって、障害者を１人以上雇用しているとき
は、障害者の雇用を証する書類

オ　申請者が更生保護法（平成₁₉年法律第₈₈号）第₄₈条に規定する保護観察対象者又は同法第₈₅条第１項
に規定する更生緊急保護を受けている者を２年以内に３ヶ月以上継続して雇用した実績を有するとき
は、雇用実績を証する書類
　また、管轄保護観察所に協力雇用主登録をしている者であるときは、登録していることを証する書類

カ　申請者が次世代育成支援対策推進法（平成₁₅年法律第₁₂₀号）第₁₂条第１項又は第４項の規定による
一般事業主行動計画を策定した旨の届出を所轄都道府県労働局長にしているときは、一般事業主行動計
画策定・変更届（次世代育成支援対策推進法施行規則（平成₁₅年厚生労働省令第₁₂₂号）第１条及び第
２条関係）の控えの写し
　また、申請者が次世代育成支援対策推進法第₁₃条の規定による基準に適合する一般事業主である旨の
認定を所轄都道府県労働局長から受けたとき（同法第₁₅条の規定による認定の取消しがあったときを除
く）は、基準適合一般事業主認定通知書の写し

キ　申請者が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成₂₇年法律第₆₄号）第８条第１項又は
第７項の規定による一般事業主行動計画を策定した旨の届出を所轄都道府県労働局長にしているとき
は、一般事業主行動計画策定・変更届（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般
事業主行動計画等に関する省令（平成₂₇年厚生労働省令第₁₆₂号）第１条及び第５条関係）の控えの写
し
　また、申請者が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第９条の規定による基準に適合する
一般事業主である旨の認定を所轄都道府県労働局長から受けたとき（同法第₁₁条の規定による認定の取
消しがあったときを除く。）は、基準適合一般事業主認定通知書の写し
　もしくは、栃木県「男女生き活き企業」認定制度実施要綱第４条に基づく認定を受けたときは、認定
証の写し

ク　申請者が青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和₄₅年法律第₉₈号）第₁₅条の規定による基準に適合
する事業主である旨の認定を所轄都道府県労働局長から受けたとき（同法第₁₇条の規定による認定の取
消しがあったときを除く。）は、基準適合事業主認定通知書の写し

ケ　申請者が申請の日において関東地方整備局「建設会社における災害時の事業継続力認定」実施要項に
基づく認定を関東地方整備局長から受けているときは、認定証の写し

コ　申請者が従業員のうち２名以上が消防組織法（昭和₂₂年法律第₂₂₆号）第₁₈条第１項に規定する消防
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団に加入・活動している者であるときは、従業員の雇用及び消防団の加入等を証する書類、又は栃木県
消防団協力事業所表示制度に基づき交付した表示証の写し

サ　申請者が労働災害防止団体法（昭和₃₉年法律第₁₁₈号）第８条第２号に掲げる労働災害防止協会のう
ち建設業に係るものの会員であるときは、当該会員であることを証する書類

シ　申請者がとちぎ健康経営事業所認定制度実施要領第５条に基づく認定を受けたとき、又は経済産業省
が実施する健康経営優良法人認定制度に基づく認定を受けたときは認定証の写し

ス　申請者が主たる営業所を県外に有する者であって、入札、契約締結等の権限を年間を通して委任する
者を置くときには、営業所一覧表（建設業法施行規則（昭和₂₄年建設省令第₁₄号）様式第１号別紙２⑴
又は別紙２⑵）又は変更届出書第２面（同規則様式第₂₂号の２第２面）の写し、及び建設業法施行令第
３条に規定する使用人の一覧表（同規則様式第₁₁号）の写し

セ　その他、競争入札参加資格の審査を申請する共同受付参加市町が別に定める「市町別提出書類」
⑶　電子申請に用いる言語等

　電子申請に当たっては、日本語を用いること。
　また、電子申請に使用できる漢字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準とする。これ以外の漢字を使用して
いる場合は、使用できる他の漢字又はカタカナに置き換えること。

⑷　特定調達契約
　告示２ただし書に規定する一般競争入札参加資格のみの審査を申請しようとする者は、その旨を記載し
た書類を併せて提出すること。

４　審査の結果の通知
　競争入札参加資格の審査の結果については、申請者宛て郵送により通知する。
５　競争入札参加資格の有効期間

⑴　令和７（₂₀₂₅）年４月１日から同月₁₅日までに３の⑴の規定による電子申請、並びに３の⑵の規定によ
る郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競争入
札参加資格が認められた者
　令和７（₂₀₂₅）年６月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑵　令和７（₂₀₂₅）年４月₁₆日から同年６月₁₅日までに３の⑴の規定による電子申請、並びに３の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和７（₂₀₂₅）年８月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑶　令和７（₂₀₂₅）年６月₁₆日から同年９月₁₅日までに３の⑴の規定による電子申請、並びに３の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和７（₂₀₂₅）年₁₁月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑷　令和７（₂₀₂₅）年９月₁₆日から同年₁₂月₁₅日までに３の⑴の規定による電子申請、並びに３の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年２月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑸　令和７（₂₀₂₅）年₁₂月₁₆日から令和８（₂₀₂₆）年３月₁₅日までに３の⑴の規定による電子申請、並びに
３の⑵の規定による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限
る。）をし、競争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年５月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑹　令和８（₂₀₂₆）年３月₁₆日から同年６月₁₅日までに３の⑴の規定による電子申請、並びに３の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年８月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑺　令和８（₂₀₂₆）年６月₁₆日から同年９月₁₅日までに３の⑴の規定による電子申請、並びに３の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
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争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年₁₁月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

６　その他
⑴　栃木県と共同受付を実施する市町の競争入札参加資格の審査に係る受付期間等についても同様とする。

（但し、申請の手引き等において別に定める場合を除く。）
⑵　特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格の審査の受付期間等については、特定建設工事共同企業体

により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
⑶　問合せ先

　栃木県県土整備部監理課建設業担当（〒₃₂₀︲₈₅₀₁　宇都宮市塙田１︲１︲₂₀　℡₀₂₈︲₆₂₃︲₂₃₉₀）
　───────────────────────────────────────────────

○令和７（2025）年度及び令和８（2026）年度における測量・建設コンサルタント等業務に係る競争
入札参加資格の審査の受付期間等

　令和７（₂₀₂₅）年度及び令和８（₂₀₂₆）年度における測量・建設コンサルタント等業務に係る競争入札参加
資格（令和７（₂₀₂₅）年栃木県告示第₁₀₉号）１の県が発注する測量・建設コンサルタント等業務に係る一般
競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）の審査の受付期
間等を定めたので、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第₁₂号）第₁₅₀条第２項（同規則第₁₅₉条において準
用する場合を含む。）の規定により次のとおり公告する。
　　令和７（₂₀₂₅）年３月₁₈日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　受付期間

　令和７（₂₀₂₅）年４月１日から令和８（₂₀₂₆）年度９月₁₅日まで
２　申請方法

⑴　電子申請
　競争入札参加資格の審査を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、電子情報処理組織（県
の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行う申請（以下「電子申請」という。）に
よること。

⑵　提出書類及び提出先
　申請者は、電子申請の完了後に表示される当該電子申請において入力した情報を示す画面を印刷したも
のに次に掲げる書類を添えて、栃木県県土整備部監理課建設業担当（〒₃₂₀︲₈₅₀₁　宇都宮市塙田１︲１︲₂₀
℡₀₂₈︲₆₂₃︲₂₃₉₀）に郵送により提出すること。
　なお、提出する際は、それらの書類を同封した封筒に「栃木県測量・建設コンサルタント等競争入札参
加資格申請提出書類在中」と明記すること。
ア　申請者が法人であるときは税務署で発行する法人税及び消費税に係る納税証明書（その３の３）及び

県税事務所で発行する全税目の納税証明書（県提出用）（以下「県税納税証明書」という。）、個人であ
るときは税務署で発行する申告所得税及び消費税に係る納税証明書（その３の２）及び県税納税証明書
（県税納税証明書は、本県に納税義務を有する者に限る。）

イ　営業に関し法律上必要とする登録の証明書又はその写し（申請者が主たる営業所を県外に有する者で
あって、入札、契約締結等の権限を年間を通して委任する者を置くときには、当該営業所の登録証明書
又はその写し）

ウ　申請者が法人であるときは、商業登記法（昭和₃₈年法律第₁₂₅号）第₁₀条第１項に規定する登記事項
証明書

エ　申請者が法人であるときは申請日直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び注記表、個人であるときは同日の直前１年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
〔注〕申請者が一般社団法人又は一般財団法人であるときは、ア及びイに掲げる書類、ウ及びエに掲げ

る書類に準ずる書類並びに定款を提出すること。
オ　その他、競争入札参加資格の審査を申請する共同受付参加市町が別に定める「市町別提出書類」
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⑶　電子申請に用いる言語等
ア　電子申請に当たっては、日本語を用いること。

　また、電子申請に使用できる漢字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準とする。これ以外の漢字を使用し
ている場合は、使用できる他の漢字又はカタカナに置き換えること。

イ　電子申請に際し入力される金額、電子申請に際し送信する測量等実績調書等に記録される金額及び提
出書類に記載される金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程（昭和₂₂年大蔵省令第
₉₅号）第₁₆条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を入力し、記録し、又は記載すること。

３　審査の結果の通知
　競争入札参加資格の審査の結果については、申請者宛て郵送により通知する。
４　競争入札参加資格の有効期間

⑴　令和７（₂₀₂₅）年４月１日から同月₁₅日までに２の⑴の規定による電子申請、並びに２の⑵の規定によ
る郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競争入
札参加資格が認められた者
　令和７（₂₀₂₅）年６月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑵　令和７（₂₀₂₅）年４月₁₆日から同年６月₁₅日までに２の⑴の規定による電子申請、並びに２の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和７（₂₀₂₅）年８月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑶　令和７（₂₀₂₅）年６月₁₆日から同年９月₁₅日までに２の⑴の規定による電子申請、並びに２の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和７（₂₀₂₅）年₁₁月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑷　令和７（₂₀₂₅）年９月₁₆日から同年₁₂月₁₅日までに２の⑴の規定による電子申請、並びに２の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年２月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑸　令和７（₂₀₂₅）年₁₂月₁₆日から令和８（₂₀₂₆）年３月₁₅日までに２の⑴の規定による電子申請、並びに
２の⑵の規定による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限
る。）をし、競争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年５月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑹　令和８（₂₀₂₆）年３月₁₆日から同年６月₁₅日までに２の⑴の規定による電子申請、並びに２の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年８月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

⑺　令和８（₂₀₂₆）年６月₁₆日から同年９月₁₅日までに２の⑴の規定による電子申請、並びに２の⑵の規定
による郵送（同月₁₈日までに栃木県県土整備部監理課へ書類の到達を証明できるものに限る。）をし、競
争入札参加資格が認められた者
　令和８（₂₀₂₆）年₁₁月１日から令和９（₂₀₂₇）年３月₃₁日まで

５　その他
⑴　栃木県と共同受付を実施する市町の競争入札参加資格の審査に係る受付期間等についても同様とする。

（但し、申請の手引き等において別に定める場合を除く。）
⑵　問合せ先

　栃木県県土整備部監理課建設業担当（〒₃₂₀︲₈₅₀₁　宇都宮市塙田１︲１︲₂₀　℡₀₂₈︲₆₂₃︲₂₃₉₀）
（監理課）　

　───────────────────────────────────────────────


